
愛知県における協同農業普及事業の概要について 
農業経営課普及・営農グループ 

 

１ 協同農業普及事業とは 

 協同農業普及事業とは、農業改良助長法に基づき、国家資格を持った普及指導員が、直接農業

者に対し農業技術・経営に関する支援を行う事業のことであり、国と都道府県の協同事業として

実施している。具体的な内容は、生産性の向上や農産物品質向上のための技術支援、効率的・安

定的な農業経営のための支援、農村生活の改善のための支援等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 愛知県における協同農業普及事業の運営 

○協同農業普及事業の実施にあたり、国と都道府県が基本的な方針を明確化・共有するため、

国が普及事業における基本的課題等を示した運営指針を策定。 

○県は、農林水産業のあり方を位置づける「食と緑が支える県民の豊かな暮らしづくり条例」

を基に５か年を計画期間とする「食と緑の基本計画」を策定している。協同農業普及事業の

推進にあたり、農業改良普及課が取り組む基本的方針として「協同農業普及事業の実施に関

する方針」を定め、計画的な普及指導活動を行う。 

   法律、指針、方針等に基づく計画的な普及指導活動の実施 
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３ 協同農業普及事業の実施に関する方針における普及指導活動の課題 

（１）意欲ある担い手の確保・育成 

経営感覚に優れた基幹経営体の育成や多様な担い手の確保・育成に努める。 

（２）産地の収益力向上に向けた取組の支援 

生産技術力、販売企画力、組織力の強化等、産地の収益力向上の取組を支援する。 

（３）環境と安全に配慮した持続可能な農業の推進 

環境と調和した栽培技術の確立と普及の取組を支援する。 

（４）活力ある地域づくりに向けた取組の支援 

地域の多様な担い手がやりがいを持って農業生産に取り組める地域づくりを支援する。 

 

４ 愛知県における普及指導組織の体制 

（１）農業総合試験場普及戦略部（農業革新支援センター） 

 県域を担当する普及指導員を 22 名配置。高度な専門性を有し、県域課題の解決、各農林

水産事務所の普及指導活動の調整、普及指導員の資質向上に関する業務を担う。 

（２）各農林水産事務所農業改良普及課（農業普及指導センター） 

 県内７か所にある農林水産事務所に８か所の農業改良普及課及び４駐在室を設置し、普及

指導員等を 186 名配置。各地域に密着して、担い手の育成や技術・経営課題の解決を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（参考）農業改良助長法における法律の目的と県関係機関の関連  

 

 

 
 
○能率的で環境と調和のとれた農法の発達   

○効率的かつ安定的な農業経営の育成     

○地域の特性に即した農業の振興 

○農村生活の改善 

目的 

○普及指導センター（農業改良普及課）  

 研修教育施設（農業大学校） 

 ：農業に関する普及事業の助長（協同農業普及事業） 
                 

県関係機関 

農業総合試験場普及戦略部 及び 農林水産事務所農業改良普及課の位置 

農業改良助長法 

普及事業の運営に関する指針（Ｒ２．８策定） 

新たな食料・農業・農村 

基本計画 
（Ｒ２．３策定） 

協同農業普及事業の実施に関する方針（Ｒ３.３策定） 食と緑の基本計画２０２５ 

普及指導基本計画（Ｒ３.３策定 実施期間 Ｒ３～Ｒ７年度） 

普及指導年度計画（毎年度策定） 

計画的な普及指導活動の実施 

○試験研究機関（農業総合試験場） 

 ：農業に関する試験研究の助長  

※（ ）内は県機関名 



普及指導員の推移 

 
 

農業改良普及課における普及指導員の年齢構成（2024 年度） 

 

５ 普及指導活動の対象（普及指導基本計画（R3.3 策定）より） 

○重点指導対象農家：9,506 戸 

普及指導活動の対象は、農業経営や地域農業の継続・発展を目指す意欲的な経営体・担い手

及びその組織・集団等を中心とし、波及効果を考慮する。 

 

６ 普及指導計画の概要 

○普及指導計画の策定、活動の実施及び評価は次の手順で行う。 

○普及課題は、地域農業や農村の実態、農政推進上の課題、農業者のニーズ、新技術の開発状

況等を踏まえ、県と関係機関・団体及び民間企業等との役割分担を整理しつつ、公的機関が

担うべき分野（食料の安定供給や農業・農村の多面的機能の発揮に必要となる地域農業全体

の維持・発展を目的とする活動）を念頭に、必要性及び緊急性が高いものについて重点化す

る。 

 

部門別普及課題数（令和６年度） 

   

 

７ 普及指導員の人材育成について 

○ 生産現場の技術革新、農業者の高度かつ多様なニーズ及び地域農業における課題に的確

に対応して普及指導活動を実施するため、「普及指導員育成計画」を策定。 

○ 経験年数等を基本とした目指すべき普及指導員像及び求められる資質を明らかにし、人

材育成に向けた取組を定めている。 

○ 自己啓発を基本としつつ、ＯＪＴ※１を中心とし、ＯｆｆＪＴ※２により補完するよう、計

画的な研修及び調査研究を実施。 

※１ OJT ：On the Job Training（職場での日常の業務を通して行う研修）の略 

※２ OffJT:Off the Job Training（日常の業務を一時的に離れて受ける集合研修等）の略 

 

８ 民間企業、関係機関、団体との連携 

○農業技術・経営に関連する民間企業等との連携に当たっては、農業総合試験場普及戦略部が

調整し、効果的かつ効率的な普及指導活動を展開できるよう連携強化に努める。 

○農業改良普及課においては、農業改良普及推進会議の開催等により、行政施策を推進する市

町村、営農指導を担う農業協同組合等、農業経営士、青年農業士、農村生活アドバイザー等

の先導的な農業者との密接な連携を確保する。 

尾張 海部 知多 ⻄三河 豊田加茂 新城設楽 東三河 田原 戦略部 計 割合(%)
~29歳 7 2 4 8 3 7 6 5 0 42 20.2%

30〜39歳 7 4 5 7 7 5 5 4 2 46 22.1%

40〜49歳 5 3 4 6 2 3 3 4 6 36 17.3%

50歳〜 11 6 6 13 8 5 13 8 14 84 40.4%

計 30 15 19 34 20 20 27 21 22 208 100%

割合(％) 14.4% 7.2% 9.1% 16.3% 9.6% 9.6% 13.0% 10.1% 10.6% 100%

（参考）普及センター数や普及指導員数に係るできごと 

・2004(H16)農業改良助長法改正により、その後組織再編

を実施。 

・2006(H18)協同農業普及事業（人件費相当額）税源移譲。

移譲後も相当額が一般財源として充当されているが、普及

職員の定数削減に対応。 


